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茨木市

◆説明会の目的

１ はじめに

阪急茨木市駅
西口交通広場

対象地区

阪急茨木
西口駐車場

• 茨木ビル・永代ビルの建替え事業に伴い、対象地区において
都市計画の決定を予定

• 地区計画案の内容を周知するため

永代ビル
茨木ビル
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茨木市

• 1970年の大阪万博開催を契機に駅前ビルと駅前広場を整備

• 駅前ビル（ソシオ茨木）は茨木ビルと永代ビルの２棟で構成

◆再整備の背景

課題が顕在化

再整備を検討

• 駅前にふさわしい魅力的な滞留空間の不足

• 駅前ビルの老朽化や耐震性の不足、内向き店舗

• 送迎バス等の停車・乗降

• 右折レーンの滞留長不足

• 無信号交差点での交錯

• 駅前広場出口の車両動線が輻輳

永代ビル 茨木ビル

駅前広場

１ はじめに
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茨木市

駅前周辺整備基本計画（案） 公表

整備後（概ね１０年後）のイメージ

令和２年

令和４年

令和５年 市から敷地売却制度の提案

・計画案の見直し
・阪急茨木西口駐車場を再開発
事業の検討区域から除外

を決定

ソシオ茨木建替え推進委員会において、
マンション建て替え等の円滑化に関する法律に基づく

「自主建替え」の方針が決定

◆これまでの経過

茨木市

茨木市

茨木市

１ はじめに

権利者
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茨木市

ＪＲ茨木駅・阪急茨木市駅 西口駅前周辺整備基本計画策定

両駅前に求められる機能などを整理し、整備の基本方針や整

備イメージなど、「まちづくりの方向性」と「事業の進め方」を示

すものとし、今後、両駅前において、各事業者が具体的な計画

策定を行う際の指針として活用していくもの

茨木市

１ はじめに

令和７年４月

•歩きやすい空間整備
•公共交通の利便性向上
•分かりやすい案内サインの整備

•魅力的な賑わい空間の創出
•駅前にふさわしい都市景観づくり

魅力・賑わい

•立地特性を踏まえた都市機能の導入
•市民ニーズを踏まえた都市機能の導入
•持続性のある商業機能

都市機能

交通機能

•駅前周辺の再生
•防災機能の向上
•だれもが使いやすい駅前環境の整備

安全・安心

駅前周辺に求められる機能・整備基本方針

7



茨木市１ はじめに

ＪＲ茨木駅・阪急茨木市駅 西口駅前周辺整備基本計画
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茨木市

ＪＲ茨木駅・阪急茨木市駅 西口駅前周辺整備基本計画

１ はじめに
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茨木市

阪急茨木市駅西口駅前周辺の再整備に関する説明会を開催 茨木市

 令和７年４月25日（金）　午後２時～　　参加者63名

 　　　　　〃　　　　　　午後７時～　　参加者29名

 令和７年４月26日（土）　午前10時～　　参加者37名

場　所  茨木市役所 南館10階 大会議室

・これまでの取組経過について

・ＪＲ茨木駅・阪急茨木市駅 西口駅前周辺整備基本計画について

・今後の進め方について

・４月10日　開催案内をホームページに掲載

　　〃　　　順次、周辺自治会・商店会に案内文の回覧等を依頼

・４月25日　説明資料をホームページに掲載

・５月31日　説明会での質問・意見（概要）をホームページに掲載

日　時

内　容

備　考

計３回実施し、129人が参加

１ はじめに

令和７年４月

市：基本計画の周知 事業協力者：建替え事業の周知

茨木市 権利者いばらき×立命館DAY2025 でのブース出展

令和７年５月
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茨木市

高さ43mを超える建築物が計画されているため、｢茨木市における超高層建築物の立地に関する
基本的な方針｣に基づき、｢都市計画審議会への報告・意見聴取｣と『地区計画の決定』が必要

１ はじめに

ソシオ茨木建替え推進委員会から「ソシオ茨木建替え事業計画案」が提出
権利者

令和７年７月
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茨木市

２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方
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茨木市

「制限の強化」
超高層建築物（43m超）は主要な駅前に限定

「確認事項の明確化」
計画に求められる公共性や建築物の持続可能性を明記

従来の形態規制だけではなく、事業に対して「質や内容」を求める
ため、都市計画における基本的な考え方として策定したもの

≪上位計画や関連計画、都市計画から導かれる方向性との整合を確認≫

⇒「駅前周辺整備基本計画」

超高層建築物（43m超）を建築する場合

基本方針１（立地性）との適合
拠点機能を高める必要があるエリアに限定する

基本方針２（公共性（公共公益性・長期的な持続可能性））との適合
エリアを活性化し、都市機能を向上させる計画に限定する

≪基本方針１・２との適合を確認≫

２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方

「茨木市における超高層建築物の立地に関する基本的な方針」について
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茨木市

≪「２コア１パーク＆モール」の都市構造≫

阪急茨木市駅
都市計画マスタープランにおける都市拠点

• 用途地域（商業）

• 高度地区（第八種）

• 交通結節機能（一定の乗降客数、基盤整備）

を勘案した上で、駅前広場に面した立地

「茨木市における超高層建築物の立地に関する基本的な方針」について

２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方

拠点機能を高める必要があるエリアに限定する基本方針１(立地性)

適合
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茨木市２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方

エリアを活性化し、都市機能を向上させる計画に限定

「茨木市における超高層建築物の立地に関する基本的な方針」について

エリアを活性化し、都市機能を向上させる計画に限定する基本方針２(公共性)
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茨木市

◆ソシオ茨木建替え事業計画案〈抜粋〉（ソシオ茨木建替え推進委員会より）

２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方
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茨木市２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方

◆ソシオ茨木建替え事業計画案〈抜粋〉（ソシオ茨木建替え推進委員会より）
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茨木市２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方

※横断デッキの位置等については協議中

◆ソシオ茨木建替え事業計画案〈抜粋〉（ソシオ茨木建替え推進委員会より）
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茨木市２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方
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◆ソシオ茨木建替え事業計画案〈抜粋〉（ソシオ茨木建替え推進委員会より）



茨木市２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方
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◆ソシオ茨木建替え事業計画案〈抜粋〉（ソシオ茨木建替え推進委員会より）



茨木市

・地区施設の配置及び規模
・建築物等の用途の制限
・敷地面積の最低限度
・高さの最高限度 など

２ 超高層建築物の立地に関する基本的な考え方

事業計画を踏まえた適切な都市計画（地区計画）の手続き

本方針への適合状況・妥当性等について

都市計画審議会への報告・意見聴取
（令和７年７月と11月の２回実施）

事業進捗に応じて更なる検討や協議調整が必要な部分はあるものの、

現時点の事業計画案については、

「超高層建築物の立地に関する基本的な方針」に

適合していることを確認
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茨木市

３ 都市計画案（地区計画）
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茨木市

◆地区計画とは

３ 都市計画案（地区計画）

●地区計画とは、地区の特性に応じて、きめ細やかな「まちづくりのルール」を定めること
ができる、「地区レベルの都市計画」

●地区計画には、「地区計画の方針」や「地区整備計画」を定めることができる

●地区整備計画では、地区レベルで必要となる道路・公園などの「地区施設」や、 建築物
の用途・高さ制限などの「建築物に関する事項」を一体的に定めることができる

●本市では、「41地区」で地区計画を決定 （令和７年10月時点）

イラスト出典：国土交通省ホームページ「みんなですすめるまちづくりの話」
（http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/08/index.htm） 23



茨木市

Ａ地区
(約0.1ha)

Ｂ地区
(約0.3ha)

Ｃ地区
(約0.1ha)

凡例

地区計画区域

地区の区分

阪急茨木市駅
西口交通広場

３ 都市計画案（地区計画）

●名称 阪急茨木市駅西地区地区計画
●位置 茨木市永代町地内
●面積 約０.６ha

◆地区計画案の内容（地区計画の方針）
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茨木市３ 都市計画案（地区計画）

◆地区計画案の内容（地区計画の方針）

区域の整備・開発及び保全に関する方針

地区計画の
目標

駅前の優れた立地特性を活かした合理的な土地利用を誘導すること
で、本市中心市街地の東の玄関口にふさわしい魅力ある駅前環境の創出
を目指す。

土地利用の
方針

本市の都市拠点として、地域の利便に供する商業・業務施設や都市型
住宅など、駅前ならではの多様で質の高い都市機能を導入する。
また、駅周辺の拠点機能を高めるため、特にＢ地区においては、「茨

木市における超高層建築物の立地に関する基本的な方針」に基づき、土
地の合理的かつ健全な高度利用を図る。

●地区計画の目標・土地利用の方針
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茨木市

Ａ地区

Ｂ地区
Ｃ地区

広場状空地
(民間広場)

歩道状空地
(１階歩行者空間)

３ 都市計画案（地区計画）

●地区整備計画

歩行者用立体通路
(２階歩行者動線)

地区施設の配置及び規模

広場状空地 面積 約700㎡

歩道状空地
幅員 ４ｍ
延長 約50ｍ

歩行者用
立体通路

幅員 ３ｍ以上
延長 約100ｍ

区域の整備・開発及び保全に関する方針

地区施設の
整備の方針

Ｂ地区においては、広場状空地を配置し、立地する施設と一体となっ
て多様な活動・滞在の場を創出する。また、歩道状空地を配置し、地区
内外の円滑な歩行者動線を確保する。
また、駅舎や各地区の建築物相互をつなぐ歩行者用立体通路を配置し、

歩行者の安全性と利便性の向上を図る。

凡例

地区整備計画区域

地区の区分 26

◆地区計画案の内容（地区施設）

●地区施設の整備の方針、配置及び規模



茨木市

地区整備計画（建築物等に関する事項）

Ａ地区（約0.1ha） Ｂ地区（約0.3ha） Ｃ地区（約0.1ha）

建築物等の
用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
① 住宅、共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊

室を２階以下に設けるもの
② マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類するもの
③ ナイトクラブ
④ キャバレー、料理店その他これらに類するもの
⑤ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの
⑥ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑦ 倉庫業を営む倉庫
⑧ 畜舎（床面積の合計が15㎡以下のものを除く。)

⑨ 工場（食品製造業を営むものを除く。）

次の各号に掲げる
建築物は建築しては
ならない。
① 同左
② マージャン屋、

射的場、勝馬投
票券発売所、場
外車券売場その
他これらに類す
るもの

（ぱちんこ屋を除く）

③ ～ ⑨ 同左

３ 都市計画案（地区計画）

◆地区計画案の内容（建築物に関する事項）

●地区整備計画

区域の整備・開発及び保全に関する方針

建築物等の
整備の方針

良好な市街地環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、容積率の最高
限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最
高限度を定める。

●建築物等の整備の方針
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茨木市

地区整備計画（建築物等に関する事項）

Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区
容積率の
最高限度

10分の60（６００％）

建蔽率の
最高限度

－ 10分の８（８０％） －

敷地面積の
最低限度

1,000㎡ 3,000㎡ 400㎡

壁面の
位置の制限

１階の建築物の外壁又
はこれにかわる柱の面か
ら道路境界線までの距離
は１ｍ以上とする。ただ
し、歩行者の利便に供す
る部分についてはこの限
りでない。

建築物の外壁又はこれに
代わる柱の面（建築物の軒、
ひさし、バルコニーその他こ
れらに類するもので突き出た
ものがある場合においては、

その先端をいう。）から道路
境界線までの距離は２ｍ以
上とする。ただし、歩行者
の利便に供する部分につい
てはこの限りでない。

１階の建築物の外壁又は
これに代わる柱の面から
道路境界線までの距離は
１ｍ以上とする。

高さの
最高限度

43ｍ 90ｍ 43ｍ

３ 都市計画案（地区計画）
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◆地区計画案の内容（建築物に関する事項）



茨木市

４ 今後のスケジュール
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茨木市

◆都市計画（地区計画）決定までのスケジュール（想定）

４ 今後のスケジュール

都市計画説明会
〈都市計画法16条〉

令和７年10月25日（土）10時～ (市役所)
10月27日（月）19時～ (市役所)

地区計画案の
縦覧・意見書の提出

〈都市計画法16条〉

令和７年10月31日（金）～11月14日（金）の２週間
意見書の提出は11月21日（金）まで（予定）

茨木市都市計画審議会
（報告・意見聴取）

令和７年11月10日（月）

都市計画案(地区計画)の
縦覧・意見書の提出

〈都市計画法17条〉

令和７年12月頃の２週間（予定）

茨木市都市計画審議会
（都市計画案の審議）

令和８年１月頃（予定）

都市計画決定 令和８年２月頃（予定）

区域内の権利者が対象
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茨木市

建替え決議
・

マンション再生組合の設立認可
令和８年度（予定）

解体工事
(解体工事完了後、新築工事着手)

令和９年度～（予定）

竣工 令和１４年度（予定）

※駅前広場の再整備は、ソシオ茨木建替え事業の工程を確認の上、実施時期を確定

４ 今後のスケジュール

31

◆ソシオ茨木建替え事業のスケジュール（想定）



茨木市

阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について

本日の説明会資料をＨＰに公開しています

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/machinakaseibi/menu/
hankyunishiguchi/index.html

ページID：49080

〈都市計画に関すること〉

茨木市 都市整備部 都市政策課
TEL：072－620－1660（直通）
FAX：072－620－1730
MAIL：toshi@city.ibaraki.lg.jp

〈阪急茨木市駅西口駅前周辺の再整備に関すること〉

茨木市 都市整備部 まちなか整備課
TEL：072－620－1821（直通）
FAX：072－620－1730
MAIL：machinakaseibi@city.ibaraki.lg.jp

ページID：67370

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/toshiseisaku/menu/
oshirase/67370.html

ご清聴ありがとうございました。

【問合せ先】
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